
霧島市子ども・子育て会議の役割（所掌事務）について 

 

○霧島市子ども・子育て会議条例 

（所掌事務） 

第２条 子育て会議は、法第77条第１項各号に掲げる事務その他市長が必要と認め

る事項について所掌する。 

○子ども・子育て支援法 

（市町村等における合議制の機関） 

第77条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、

審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

⑴ 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第31条第２項に規定する事項

を処理すること。 

★ 特定教育・保育施設（保育所、認定こども園、幼稚園）の新設に当たり、

利用定員を定めよう（設定しよう）とするとき、あらかじめ意見をいただ

くこと。 

⑵ 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第43条第２項に規定する事

項を処理すること。 

★ 小規模保育事業の新設に当たり、利用定員を定めよう（設定しよう）と

するとき、あらかじめ意見をいただくこと。 

⑶ 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第61条第７項に規定する事項を

処理すること。 

★ 霧島市子ども・子育て支援事業計画を定めようとするとき、又は変更し

ようとするとき、意見をいただくこと。 

⑷ 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な

推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

★ 霧島市における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な

推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議していただく

こと。 

 

参 考 

特定教育・保育施設（保育所、認定こども園、幼稚園）及び特定地域

型保育事業（小規模保育事業）の設定した定員の増加及び減少する際

に、本件を報告事項としていることについて 

● 特定教育・保育施設の定員の増減については、鹿児島県への届出で足ること。

（変更する２週間前までに鹿児島県へ届出をする。） 

● 利用定員を変更する場合、子ども・子育て会議の意見を聴くことが義務付け

られていないこと。 
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